
【建築物移動等円滑化誘導基準】

　　　　　　　　申　　　請

認定申請書（副）

検査済証

使用開始 　　基準の適合確認（審査課合議）

維持保全

バリアフリー新法第１７条1項の認定申請書事務処理フロー　(確認済後、認定申請　：

特別特定建築物　基準適合義務建築物の場合）

申　　請　　者
建築主事（建築都市局建築審査課） 北　九　州　市

民間指定確認検査機関 （建築都市局建築指導課）

建築基準法 バリアフリー新法

審査課合 議

申　　　請 受　　　理 建築物移動等円滑化基準

　　　・確認申請書（正副） ・確認申請用（正副） 適　合　審　査

・バリアフリー審査用（正副） 民間指定確認検査機関は合議不要 ・バリアフリー審査用（正副）

審　　　査

・バリアフリー審査用（正副）

確認済証の交付 　　　　　　　確　　　認　　　　

事前相談　　 　　　　担当者

（原則として、工事着手前）

申　　　請 （法第１７条第１項）　　　　市様式－１ 受　　　理

認定申請書（正副） ※変更申請が伴う場合

チェックリスト再提出義務

工事着手

審　　　査

交　　付

認　　　定 市様式－５ 認　　　定

　市様式－７　　　　　　　工事完了報告書

工事完了 受　　　理

完了届（建築基準法7条） 審査課のみ 合議　　 　　　   現地確認
受　　　理 適　　　合

検　　　査 　

表　示

１．建築物移動等円滑化誘導基準の適合確認

２．１が不適合の場合、建築物移動等円滑化

建築主事（都市戦略局建築審査課）

　　　　民間指定確認機関

　　　 北 九 州 市

（都市戦略局建築指導課）


